
3広報おくしり 令和6年10月号 人事行政の運営等

⑸　一般行政職の級別職員数の状況（令和6年4月1日現在）

⑹　職員の期末・勤勉手当の状況（令和6年4月1日現在） ⑻　ラスパイレス指数の状況
　　国家公務員の平均給料月額を100と
　　したときの比較

⑺　一般行政職の各種手当支給状況（令和6年4月実績）

⑼　特別職の報酬月額等の状況（令和６年４月１日現在）

注　１　「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。
　　２　�「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、通勤手当、

住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計した平均です。

注　１　�奥尻町の給与条例に基づく給与表の級区
分による職員数です。

　　２　�標準的な職務内容とは、それぞれの級に
該当する代表的な職務です。

　　３　�一般行政職は、一般行政部門から看護保
健職・技能労務職等を除いています。

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
円 円 歳

305,700 340,800 42.0

区　分 初　任　給 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満
大学卒 196,200 円 262,900 円 279,000 円 347,100 円 371,900 円
高校卒 166,600 円 237,600 円 267,600 円 297,100 円 351,000 円

区　分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％）
１　級 主 　 事 ・ 事 務 補 8 9.0
２　級 主 　 　 　 　 　 　 事 25 28.0
３　級 係 　 長  ・  主 　 査 16 18.0
４　級 主 幹 ・ 係 長 ・ 主 査 15 16.9
５　級 課長・局長・室長・所長・参事・主幹 11 12.4
６　級 課長・局長・室長・所長・参事 14 15.7
７　級 総 括 課 長 0 0.0

計 89 100.0

区　分
奥　　尻　　町

国
期末手当 勤勉手当

６月期 1.225 月 1.025 月
同　じ12月期 1.225 月 1.025 月

合　計 2.450 月 2.050 月

区　　　　　分 支給職員数 一人当平均支給月額
扶 養 手 当 52 人 17,600 円
住 居 手 当 50 人 17,800 円
通 勤 手 当 97 人 6,300 円
管 理 職 手 当 39 人 33,500 円
時 間 外 勤 務 手 当 63 人 20,700 円
管理職員特別勤務手当 4 人 10,500 円

区　　　分 月　　　額
期　末　手　当　の　支　給　割　合

６　月　期 12　月　期 合　　　計

給　
料

町 長 706,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月
副 町 長 582,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月
教 育 長 557,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月

報　
　
酬

議 長 234,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月
副 議 長 194,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月
常任委員長 174,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月
議 員 170,000 円 2.250 月 2.250 月 4.500 月

年　　度 指　　数
平成29年度 91.9 
平成30年度 92.7 
令和 元 年度 92.4 
令和 ２ 年度 89.8 
令和 ３ 年度 88.3
令和 ４ 年度 92.9
令和 ５ 年度 92.9 

※�国の公表基準にそった給与・定員管理等の状
況は、奥尻町ホームページ（https://www.
town.okushiri.lg.jp）にも掲載しています。

⑶　一般行政職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（令和6年4月1日現在）

⑷　一般行政職の初任給と経験年数別平均給料月額（令和６年４月１日現在）

※試験採用の場合、百円未満四捨五入　※対象職員が３名未満の欄は、空欄としています。
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グリスロ
実証運行

運行日

グリスロに乗っておでかけしませんか？
　町では、脱炭素化の推進及び住民や観光客の皆様の移動手段として、グリスロの導入を検討しております。グリス
ロを広く知っていただくとともに、導入に対するご意見等を伺うことを目的としてグリスロの実証運行を実施しています。

①グリスロが見え
たら手をあげます

②乗車中は会話や
景色を楽しみます

余裕をもっ
て声をかけ
てください

③目的地が近づい
たら、運転手に声
をかけます

走行ルートと出発時刻

乗車方法

○奥尻エリア

○青苗エリア
　米岡コース

○青苗エリア
岬コース

奥･･･奥尻エリア　青･･･青苗エリア岬コース
米･･･青苗エリア米岡コース

青

青

青

青
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奥

奥
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土金木水
11月

火月日

運賃
無料

予約
不要

定員
5名
先着順

グリスロとはグリーンスローモビリティの通称で時速
20km未満で公道を走ることができる電気自動車のこと。

お問い合わせ先：奥尻町ゼロカーボン推進課　01397ｰ2ｰ3410
主催：奥尻町　共催：北海道檜山振興局
協力：ヤマハ発動機株式会社　有限会社青苗ハイヤー　ハートランドフェリー株式会社
　　　奥尻島観光協会　北海道経済連合会

　注意事項　予めご了承願います
・荒天時など、予告なしに運休・遅延する場合があります　・中学生以下は、保護者同伴でお願いします
・満員により、ご乗車いただけない場合があります　　　　・大きな荷物は持ち込めない場合があります
・暖房設備もドアもない車両ですので、防寒対策をお願いいたします
・本事業中に撮影した写真等は、町ホームページや広報紙等に掲載することがあります

あそこの
○○で
降ります

● ● ●

♪♪♪

整備工場

郵便局

サツドラ
ヤマト

国保病院
10:35　11:35

役場新庁舎
10:30　11:30

フェリーターミナル
11:00　12:00

青苗支所
12:30　14:30

青苗診療所
ニコット行き
12:50　14:50
青苗支所行き
13:35　15:35

米岡
新生
団地

ニコット
13:30　15:30

青苗支所
9:30　10:30

中通り経由

青苗診療所
ニコット行き
9:40　10:40
青苗支所行き
10:20　11:20

ニコット
10:15　11:15

役場新庁舎
～整備工場
～国保病院
～サツドラヤマト
～フェリーターミナル
毎週水・金 2 往復

青苗支所
～米岡新生団地
～青苗診療所
～ニコット
毎週水 2 往復

青苗支所
～中通り
～青苗診療所
～ニコット
毎週火・木 2 往復
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１　詳細は、自衛隊江差地域事務所（℡：0139-52-2476、E-mail：hakodate.pco-esashi@rct.gsdf.mod.go.jp）
　　へお問い合わせください。担当：和田、小田島
２　インターネットを使用した応募もできます。（「自衛官インターネット応募サイト」を検索）

募　集　種　目 資　　　格 受付期間等 試　　　験　　　期　　　日

防
衛
大
学
校

一般試験
（推薦等の試験も
あります。）

18歳～20歳

7/1（月）
～

10/17（木）

１次：11/2（土）
２次：11/30（土）～12/4（水）
※いずれか1日を指定されます。

防
衛
医
科
大
学
校

医 学 科
7/1（月）
～

10/9（水）

１次：10/19（土）
２次：12/11（水）～12/13（金）
※いずれか1日を指定されます。

【令和６年度】自衛官等採用試験の日程について

※資格（令和７年４月１日現在の年齢）

自衛隊では、次の表により、自衛官等の採用試験を予定しております。

令和７年４月１日採用令和７年４月１日採用 檜山広域行政組合消防職員採用資格試験案内檜山広域行政組合消防職員採用資格試験案内（奥尻消防署独自試験）（奥尻消防署独自試験）檜山広域行政組合消防職員採用資格試験案内檜山広域行政組合消防職員採用資格試験案内（奥尻消防署独自試験）（奥尻消防署独自試験）

１　資格要件、採用予定数等

２　職務内容等

３　試験日、場所及び合格発表

4　申込方法

5　その他

檜山広域行政組合消防本部庶務課庶務係 〒043-0052　檜山郡江差町字茂尻町96　電話　0139-52-3026（直）担当：西山
　この試験について不明の点は、檜山広域行政組合消防本部庶務課庶務係へお問い合わせください。

採用予定署 職種 定　員 受験年齢要件

奥尻消防署
一般消防士
又は

救急救命士
３名

一般消防士 ・平成６年４月２日～平成１９年４月１日までに生まれた者
救急救命士 ・平成６年４月２日～平成１７年４月１日までに生まれた者

・救急救命士国家試験合格者若しくは採用予定日までに取得見込者

資格要件等
視　力 ・視力両目(矯正視力を含む)で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上で色覚正常な方
聴　力 ・正常であること
資　格 ・普通自動車運転免許第１種（ＭＴ）取得者若しくは採用予定日までに取得見込者
その他 ・採用までに奥尻町内に居住できる方

採用区分 職務の内容

消防吏員

檜山広域行政組合消防本部及び各消防署等において、住民の生命、身体及び財産を災害から守るために、主に
次の業務を行います。
・火災等の防ぎょ・鎮圧、救助、救急等
・�建物の安全指導、火災予防のための立入検査、危険物施設の安全対策、防火・防火管理者等への指導、火災
原因調査等
・住民生活の安全確保、要配慮者の安全確保、消防広報等
・消防車両、機器の整備等
・震災対策、防災訓練指導、消防水利の整備等
・その他消防行政に関する業務

試験日時 場　　　所 合否通知試験地 試験会場 所在地
奥尻消防署 （試験日は、応募された方と

相談のうえ決定します。）
事務処理能力試験・適正試験・面接試験・体力試験

（場所については、別途連絡します。） 試験実施後、速やかに通知します。

受付期間
令和６年９月１０日(火)から令和７年３月３１日(月)まで受付します。
(受付時間9時から17時　土曜日、日曜日、祝日は受け付けません)　
なお、郵送の場合も令和７年３月３１日(月)まで申込先必着とします。

申込書用紙等
設置場所及び
請求先

◎檜山広域行政組合消防本部庶務課庶務係※郵便請求及び備付
・�郵便で請求する場合には、封筒の表に「試験申込書請求」と朱書し、１２０円切手（１０月１日以降は１４０円）を貼った宛先明
記の返信用封筒(A4判が入る大きさ)を必ず同封してください。

◎檜山広域行政組合奥尻消防署※郵送不可、備付のみ◎檜山広域行政組合のHPからダウンロードすることもできます。
　【ＵＲＬ：www.hiyama.or.jp】
※採用申込書又は市販の履歴書を使用して下さい。

申込先
及び

申込方法

ア　申込書に所定事項を記載し、檜山広域行政組合消防本部庶務課、または奥尻消防署に提出してください。
イ　資格要件の各種免許の取得見込みについては、その旨申し添えください。
　※各種資格証明書類（写）を提出
ウ　�申込書（市販の履歴書）には、6カ月以内に撮影した本人であることを確認できる写真(脱帽上半身正面向き）を必ず貼って提出

してください。
申込先住所 ◎　檜山広域行政組合　消防本部庶務課庶務係 〒043-0052　檜山郡江差町字茂尻町96番地

◎　檜山広域行政組合　奥尻消防署 〒043-1401　奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2

日時
試験
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令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！
まなびっく（（一社）檜山地域人材開発センター）まなびっく（（一社）檜山地域人材開発センター）まなびっく（（一社）檜山地域人材開発センター）

令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！令和６年度秋季「安全衛生教育」「特別教育」受講生を募集します！

振動工具取扱作業者 刈払機取扱い作業者 フルハーネス型墜落制止用器具装着業務 伐木（ﾁｪﾝｿｰ）業務従事者

■日程：10月10日（木）
 （1日間学科9:00～14:30）
■受講料：12,000円
 （テキスト代・消費税含）
■受講資格：18歳以上

■日程：10月11日（金）
 （1日間 9:00～16:30）
■受講料：13，000円
 （消費税含）
※林災防会員　11，000円
■受講資格：18歳以上

■日程：10月17日（木）
 （1日間 学科9:00～15:00）
■受講料：8，500円
 （テキスト代・消費税含）
■受講資格：18歳以上

■日程：11月13（水）日
　　　　～15日（金）
 （3日間学科/実技9:00～16:30）
■受講料：23，000円
 （テキスト代・消費税含）
※林災防会員　21，000円

安全衛生教育 安全衛生教育 特別教育 特別教育

時 　 　 間 午前９時００分開始　　※受付は８時から行います。
受 講 会 場 （一社）檜山地域人材開発センター　住所：江差町字南ヶ丘7-172　E-mail:jinzai-h@taupe.plala.or.jp
定 　 　 員 各コースとも30名　　※申し込みが少ない場合（５名未満）は中止することがあります。

申 込 み 方 法 人材開発センターへ電話で予約またはHPから事前予約をして下さい。※詳細は下記HPをご覧ください。
URL:【公式】檜山地域人材開発センター運営協会 まなびっく (hiyama-manabikku.or.jp)

申込み締切日
各講習とも開講の７日前まで（但し、先着順となります。）
※ 募集締切日以降は、受講取り消しなどがあっても受講料、テキスト代は返金いたしませんので

ご了承ください。
講 習 委 託 先 ⃝林業・木材製造業労働災害防止協会北海道支部　函館分会、苫小牧職業訓練センター講師

お申込み・お問い合わせ先：（一社）檜山地域人材開発センター
江差町字南ヶ丘7－172　TEL 0139－52－0160　FAX 0139－52－0188（9:00-17:00）

　9月～10月は「行政相談月間」です。
　行政相談月間にちなんで、次のとおり開設します。
　なお、相談は無料で、秘密は固く守られます。

◆日時及び場所　令和６年10月16日（水）
　午後１時～午後３時　役場1FミーティングルームＣ
　午後３時30分～午後５時　青苗支所

◆行政相談員　松　川　治　樹（字米岡）

◆相 談 内 容　年金、老人保健、福祉、道路、
　　　　　　　登記、郵便、消費者保護、雇用
　　　　　　　保険、役所の窓口サービスなど

◎函館行政評価分室でも相談を受け付けています。

　『行政苦情110番』（全国共通☎0570-090110）

－国の行政等に関する相談をお寄せください－
特設行政相談を開設します！特設行政相談を開設します！特設行政相談を開設します！特設行政相談を開設します！ 不正軽油は犯罪です！

※�不正軽油とは軽油引取税を脱税するために、軽油に灯
油や重油を混和するなどした燃料油のことです。

　北海道では、１０月を「不正軽油

防止強化月間」に設定し、不正軽油

の撲滅に向けた取組を強化しています。

　不審な軽油の売込み、灯油や重油をトラックの

燃料に使用しているなど不正軽油に関する情報が

ありましたらご連絡ください。

「不正軽油ストップ１１０番」

フリーアクセス

０８００－８００２－１１０
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　固定資産税（家屋）とは、毎年１月１日（賦課期日）現在で家屋（住宅・店舗・物置等）を所有している
人が、その資産の評価額を基に算定された税額をその資産が所在する市町村に納める税金です。本年中（1
月～ 12月）に新築や、増改築された家屋は、翌年度から課税されます。

　不動産登記法により、新築や増築した場合は法務局に建物登記申請をしなければなりません。申請が受理
されると、法務局から町に登記に関する通知がありますので、固定資産の所有者として、固定資産課税台帳
に登録されます。

　家屋（車庫や物置等も含む）を取り壊したときは、役場住民課税務係までご連絡ください。担当職員が現
地を見て滅失の確認をした翌年から、固定資産税が課税されなくなります。
　なお、登記されている家屋については、法務局で滅失登記申請をする必要があります。町への連絡だけで
は登記は抹消されませんのでご注意ください。

　売買や相続等で所有者を変更したときは「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。届出してい
ただいた翌年度から名義が変更になります。
　なお、登記されている家屋については、法務局で所有権利移転登記申請（名義変更）の手続きが必要にな
ります。

　令和６年４月１日から相続登記が義務化になりました。
　固定資産（土地・家屋）の登記簿上の所有者が死亡した場合、その固定資産は現所有者（通常は相続人）
の共同財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。現所有者となったときは、代表
者を選んでいただき「相続人代表指定届」を町に提出してください。
　現所有者の届出は義務化されています。届出の期限は、自身が現所有者であることを知った翌日から３か
月以内となります。相続放棄も同じです。
　代表者が決まらない場合、地方税法第３５５条及び奥尻町税条例第６４条により、奥尻町で相続人代表者
を指定して納付書等を送付します。納付されない場合、国税徴収法第１４４条に従い差押等の滞納処分をし
ます。
　「相続人代表指定届」は、登記完了までの間、納付書を確実に納税義務者へ送付するためのものであり、
名義が変わるわけではありません。

　家屋や車庫、物置等を新築・増築した方を対象に、家屋実地調査を行っています。
　この調査は、固定資産税の評価額を算出するためのもので、間取りや使用資材等を確認させていただきま
すので、ご協力をお願いします。
　また、家屋や土地の課税漏れや軽減措置の適用が正しくされているか確認するため、税務係の職員が実地
調査を行っていますので、併せてご協力をお願いします。

不明な点については奥尻町役場住民課税務係（０１３９７－２－３４０４）までお問い合わせください。
登記のことについては函館地方法務局江差支局（０１３９－５２－１０４８）までお問い合わせください。

　家屋とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着・固定（基礎等）建物であって、そ
の目的とする用途に供しえる状態にあるものをいいます（不動産登記規則第111条）。

お知らせ

家屋の固定資産税について

※必ずご連絡ください※

■固定資産税（家屋）とは

■建物を新築や増築したとき

■家屋を取り壊したとき

■未登記家屋の所有者が変わったとき

■所有者が死亡したとき

■家屋実地調査にご協力を

■固定資産税の対象家屋
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みんなチェック！ 最 低 賃 金
　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、
パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人）
及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のと
おり改定されました。

○�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算
入されません。
○�最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低
賃金法違反として処罰されることがあります。
○�特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製
造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶
製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く方には、
北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

　相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべての承継を拒否することをいいます。相
続放棄をすることで、はじめから相続人とならなかったことになります。
　被相続人のマイナスの財産である負債から解放されることが相続放棄をする大きなメリットではないかと
思います。逆にいえば、相続したい財産があっても相続放棄をすると相続できなくなることになります。そ
のため、一般的に相続放棄が利用されるのは、被相続人が債務超過であることが明らかな場合であると思わ
れます。
　相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことになりますので、ご自身で手続きを進める場合は、家庭裁判
所に連絡をして進めていくことが良いと思われます。
　一番気を付けていただきたいのは、相続放棄には期間の制限があることです。相続放棄は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から３か月以内に行う必要があります。親族が亡くなったことを知った
場合は、自身が相続人になる可能性があるものと思って早めに戸籍の取り寄せなど相続人調査を進めた方が
良いと思われます。
　自己のために相続の開始があったことを知った時から３か月を過ぎてしまった場合は、基本的に相続放棄
はできないものと考えた方が良いように思われます。もし、相続財産調査などが複雑で３か月では相続放棄
をするかどうかの判断が間に合わない場合は、期間の延長ができる可能性もあるため、早めに家庭裁判所や
弁護士などにご相談ください。
　３か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討する場合は、とにかく早めの相談・
調査等を心がけるようにしてください。
ご相談のご予約は　０５０－３３８３－５５６３　までお願いします。
� （法テラス江差　弁護士　樋口　直久）

～相続放棄について～法テラス江差通信法テラス江差通信

　法テラス江差法律事務所では，奥尻町役場のご協力を得て，ウェブ
会議システムを利用したオンラインでの法律相談会を試験的に実施す
ることになりました。実施要領や予約方法は，次のとおりです。

日時・場所：令和６年10月１7日（木）午後１時～午後４時５０分 役場1FミーティングルームB※要事前予約

�法律相談のご予約は，法テラス江差法律事務所（０５０－３３８３－５５６３）までお電話で承ります。
また，時間に限りがありますので先着順となります。

�ウェブ法律相談に関するご質問等がございましたら，法テラス江差法律事務所（０５０－３３８３－
５５６３）までお問い合わせください。

料金：無料又は５,５００円（家族構成，収入・資産によって異なります。）

《実施要領》

《予約方法》

《その他》
（法テラス江差法律事務所　弁護士川口智博，弁護士樋口直久）

オンライン
法律相談会

最低賃金額　時間額

効力発生年月日

1,010円
令和6年10月１日
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自動車点検整備推進運動実施中

毎年９月～１０月の２ヶ月間は強化月間です

国土交通省では、自動車の点検・整備に関するWEBアンケート実施中
是非ご協力お願いします。

WEBアンケート　二次元バーコード ロゴマーク

（仮称）檜山沖における洋上風力発電事業に関する説明会のお知らせ

　ほくでんでは檜山沖での洋上風力発電事業を計画しています。次のとおり事業計画ならびに今後取りまと
める計画段階環境配慮書の内容について説明会を開催いたします。

北海道電力株式会社

（仮称）檜山沖における洋上風力発電事業

北海道檜山沖
（せたな町、八雲町、江差町、上ノ国町の沿岸海域）

日時：2024年10月30日(水)18:30 ～ 19:30
会場：コミュニティプラザえさし（江差町字新地町1）

北海道電力株式会社　再生可能エネルギー開発推進部
住所：〒060-0041
　　　札幌市中央区大通東３丁目１－１２倉沢ビル２階
電話：011-251-4051（土曜日・日曜日・祝祭日を除く 午前9時～午後5時）
E-mail：assessment@hepco.co.jp

■事　 業　 者　 名

■事　　 業 　　名

■事業実施想定区域

■住　民　説　明　会

■問　い　合　わ　せ　先
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わが家の
☆アイドル☆

宇佐美　亮さん・睦美さん（字稲穂）の

～パパとママからのメッセージ～

いつも元気いっぱいで頼りになるつむが大好きです。
色んな経験をこれからもたくさんして大きくなってね。

長男 紡
つむぎ

 くん （5歳8ヶ月）

◎忘れずに納期（10月31日）までに納めましょう。
◎納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

を納める月ですを納める月ですを納める月ですを納める月です

10月は10月は10月は10月は
町 ･ 道 民 税
国民健康保険税

（第３期）
（第４期）

　戸建て木造住宅を対象とした無料耐震診断窓口を各（総合）振興局に設けていますので、ご自宅の耐震診
断に活用してください。
　なお、耐震診断申込書はウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送又はＦＡＸにて窓
口あてに送付してください。役場建設水道課でも受け付けています。

●2階建て以下で延べ床面積500㎡以下の戸建て木造住宅
●申込者が当該戸建て住宅の所有者又は居住者であること
●建築年次は問いません。

●対象住宅の図面（寸法のわかる平面図、仕上げ表など）により実施します。
●現地調査は行いません。

檜山振興局建設指導課　☎ 0139-52-6632

戸建て木造住宅を無料で耐震診断します

対象住宅

診断方法

窓口、問い合わせ先
北海道　無料耐震診断 検索

第３４回公証週間のお知らせ
「未来への約束を、公正証書が守ります。」

日本公証人連合会では、上記期間中、電話無料相談
を開設しています。
電話番号　０３－３５０２－８２３９（代表）
相談時間　午前９時３０分～正午
　　　　　午後１時～午後４時３０分

遺言、任意後見契約、尊厳死宣言、養育費・慰謝
料支払契約、賃貸借契約、金銭貸付契約などの大
切な証書や契約は、安心・確実な公正証書で

１０月１日から１０月７日までは
公証週間です。

お問合わせ先　函館公証人合同役場
電話番号　０１３８－２２－５６６１

　子どもの健やかな成長には、家族の温かい愛情が必要です。

　しかし、親の病気や離婚あるいは不適切な養育などさまざ
まな事情により、家庭で生活できない子どもたちがいます。

　「里親制度」 とは、こうした子どもたちを自分の家庭にあた
たかく迎え入れ、豊かな愛情と理解により子どもを養育する、児童福祉法に基づいた制度です。

　子どもが大好きで、養育に対して熱意があり、明るい家庭をお持ちの方（原則としてご夫婦）、里親になりませんか？

　里親になりたい、もっと詳しいことを聞いてみたいとお考えでしたら、児童相談所にお問い合わせください。

【問い合わせ先】北海道函館児童相談所　函館市中島町３７番８号　ＴＥＬ ０１３８－５４－４１５２

「里親」になりませんか？「里親」になりませんか？
１０月は『里親を求める運動』を展開中！１０月は『里親を求める運動』を展開中！

「里親」になりませんか？「里親」になりませんか？
１０月は『里親を求める運動』を展開中！１０月は『里親を求める運動』を展開中！

「里親」になりませんか？
１０月は『里親を求める運動』を展開中！
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航空機ダイヤ航空機ダイヤ
2024年10月1日～2024年10月31日

●JAL2891　函館発 11：45 → 奥尻着 12：15
　【HAC運航】
●JAL2890　奥尻発 12：45 → 函館着 13：15
　【HAC運航】

◆お問い合わせ先
　日本航空㈱奥尻空港所　☎3－2820
　※航空機発着時間はご遠慮願います｡
　ご予約･ご案内番号　☎0570－025－071

◎ 離島割引がJAL Webサイトからご予約できるようにな
りました。詳しくは、下記へご連絡ください。

丘珠⇔奥尻直航便運航日 10月4・6・11・13・18・
20・25

［丘珠⇔奥尻運航日は運休］

［奥尻⇔丘珠運航日は運休］

　▶1０月 ７ 日（月） 午後１時から
　▶1０月 21 日（月） 午後１時から
　▶1０月 2８ 日（月） 午後１時から

（事前に予約が必要）
　▶1０月 1０ 日（木） 午後１時から
　▶1０月 11 日（金） 午前８時10分から

　▶1０月 1０ 日（木） 午後１時から

（午前中のみ、事前に予約が必要）
　▶1０月 ８ 日（火） 午後１時から
　▶1０月 ９ 日（水） 午前８時10分から

お知らせ・戸籍

奥尻町国保病院からのお知らせ
●１０月の専門医の出張診療日●

　出張診療日程については、専門医や交通機関等の都合
により変更となる場合がありますのでご注意下さい。
◆お問い合わせ先　奥尻町国保病院　☎２－３１５１

道立江差病院

【 診 療 受 付 時 間 】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～２時30分
予約受付時間（定期患者のみ）午後１時～午後４時

◆�診療日は予定であり、変更になる場合もありますので、
確認の上、受診してください。

北海道立江差病院
〒043-0022　檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036　FAX 0139-52-0098
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町の人口・世帯
住民基本台帳８月末現在
◯男  1,147 人 （－ 8）
◯女  1,042 人 （－ 8）
◯計  2,189 人 （－16）
　 1,376世帯（－ 7）

（　）は前月末比較増減

●総合診療科 午前　月～金曜日（受付：午前11時まで）
　 　
●整 形 外 科 午前　月・水・木・金曜日
  午後　金曜日
　　　　　　　　　 （午前、午後診療いずれも完全予約制）
　 　
●循環器内科 午前　月～金曜日

（初診は月・火・木・金曜日。水曜日の再診は予約のみ）
  午後　月・木・金曜日

（初診は月・金曜日。木曜日の再診は予約のみ）
　

●消化器内科 午前　4・11日（午前11時までの受付）
  午後　4・11・17日
　 　
●呼吸器内科 午前　金曜日（午前11時までの受付）
  午後　木曜日
　 　
●神 経 内 科 午前　11・25日　 　
●総合診療（外科） 午前　火～木曜日　 　
●外　　　科 午前　11日（午前11時までの受付）　 　
●小　児　科 午前　月～金曜日
  午後　火・木曜日（午後３時～４時の受付）
　 　
●泌 尿 器 科 午前　月～金曜日
  午後　木曜日
　 　
●精　神　科 午前　月～金曜日（初診完全予約制）
  午後　月･火･水曜日（完全予約制）
　 　
●産 婦 人 科 午前　1･8･21･22日（午前11時までの受付）
  午後　7･21日
　 　
●耳鼻咽喉科 午前　1･2･10･15･16･23･24･29･30日
  （受付：午前11時まで）
  午後　9･23日
　 　
●眼　　　科 午前　3･17日
  （予約以外の初診受付：午前11時まで）
  午後　2･16･23日
 ※コンタクトレンズを希望する患者様へ当院で以前調整し
　た患者様のみ対応いたします。
　眼鏡の処方は、午後の診療受付になります。
　 　
●皮　膚　科 午前　火曜日

整形外科診療

矯正歯科診察

耳鼻咽喉科診療

眼　科　診　療

令和６年８月末現在

●寄附件数
  895件
●寄附金額
  17,783,000円
※令和６年度分集計

ふるさと納税の状況

●JAL2895　丘珠発 11：25 → 奥尻着 12：15
　【HAC運航】
●JAL2894　奥尻発 12：45 → 丘珠着 13：35
　【HAC運航】


